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議案第７１号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年 ６ 月１１日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第７０号中「第１３条第１項」を「第１５条第１項」に改め、同条第

１９６号中「第６８条の５の２第２項」を「第６８条の５の３第２項」に改め、

同条第１９７号中「第６８条の５の４第１項」を「第６８条の５の５第１項」

に改め、同条第１９８号中「第６８条の５の５」を「第６８条の５の６」に改

め、同条第２２４号中「第３１条の２第２項第１４号ハ」を「第３１条の２第

２項第１５号ハ」に、「第６２条の３第４項第１４号ハ」を「第６２条の３第

４項第１５号ハ」に改め、同条第２２５号及び第２２７号中「第３１条の２第

２項第１５号ニ」を「第３１条の２第２項第１６号ニ」に、「第６２条の３第

４項第１５号ニ」を「第６２条の３第４項第１６号ニ」に改め、同条第２３４

号中「第２０条の２第１１項」を「第２０条の２第１３項」に改め、同条第２

３８号中「附則第１２条第２５項」を「附則第１２条第２４項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第７０号の改正規定は、
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温泉法の一部を改正する法律（平成１９年法律第３１号）の施行の日又はこの

条例の公布の日のいずれか遅い日から、同条第１９６号から第１９８号まで、

第２２４号、第２２５号、第２２７号及び第２３４号の改正規定は、都市再生

特別措置法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１９号）の施行の日又

はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

温泉法、建築基準法、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び地方税法

施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するもので

ある。 

 

 

 

 

 

 


